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カーリングチームロコ・ステラ、カナダ合宿の様子

管理運営物件入居率 (9/1現在)

今月の注目ポイント：マンスリー市場の回復が堅調に
インボイス制度・登録事業者の最終確認事項



風薫る五月となりましたが、オーナーの皆様には天
候同様ご清祥なる日々をお送りのこととお喜び申し
上げます。行動制限のない３年ぶりのゴールデン

ウィークはどのように過ごされましたか？旅行に行
かれた方、家でゆっくりされた方、過ごし方は様々
かとは思いますが、充実した休日をお過ごしになら
れたのではないかと思います。家庭菜園をなさっ

ている方は種まきなども行ったのではないでしょう
か。夕陽ヶ丘支店ではお客様にご来店いただく為
の種まき作業として、室内を動画で撮影するルー
ムツアー動画の作成に精を出しております。リフォ
ームが完了したので、自分の物件も撮影してほし
いなどのご希望がございましたらお気軽にお申し
付けくださいませ。また、春の異動時期も終わり秋

口まではお客様の異動も減る時期となります。空
室を埋める為の対策をオーナーの皆様と私たち管
理会社が力を合わせて行う必要があります。色々
なご相談をさせていただく事もあるかと思いますが
、今後ともご理解とご協力の程、宜しくお願い致し
ます。季節の変わり目ですが、体調を崩されませ
んよう、くれぐれもご自愛くださいませ。
あいさつ文お送り致します。

常務取締役
浜口 雅之
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お世話になります
秋晴れの心地よい季節となりましたが、皆様にはますますご健勝のことと

お喜び申し上げます。本日、家賃の明細表をお届け致します。今月も本当に

有難うございました。明細表をご確認頂き、ご不明な点等がございましたら

何なりとお問合せ頂きます様お願い申し上げます。

オーナー様のおかげで、管理物件は円滑に運営され、快適な居住環境をご

提供できておりますことを自負しております。引き続き、オーナー様のご要

望とニーズを優先し、建物の維持管理、修繕、賃料の適正設定などに最善を

尽くしてまいります。今後もコミュニケーションを大切にし、オーナー様と

のパートナーシップを一層強化してまいります。何かご質問、ご要望、ご提

案等ございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。また、コロナ過で

中断していた定期的な情報提供やイベントの開催など、コミュニケーション

を深める機会を再開していきます。9月16日から全6回シリーズの相続対策セ

ミナーを再開しましたので、お気軽にご参加頂ければと思います。

改めまして、皆様のご支援に感謝申し上げ、今後ともご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。

今月のトピックス

アパート・マンション大家さん必見！全６回シリーズ
相続対策セミナーの第1回を開催！

コロナ過で中断しておりましたが、９月１６日から「相続対策セミナー」を再
開しました。セミナーは全６回シリーズでお届けします。大切な不動産資産の
未来を守るために、相続対策の重要性は言わずもがな。あなたの大切な資産を
次世代に安心して継承できるよう、充実した内容でお届けいたします。

▶ セミナー概要

期間：2023年9月～2023年12月(全6回)

会場：セクト本社2階セミナールーム

参加費：無料

▶ なぜ参加すべき？

✔資産を守りながら次世代への継承を円滑に進めたい方へ

✔法的手続きや税金について学べる貴重な機会

✔実際の事例を通じて失敗を避け、成功体験を活かせる

✔大家仲間との交流と情報共有の場を提供

▶参加者の声

「セミナーで学んだ知識を実践し、スムーズな相続手続きを行うこ

とができました。感謝しています。」

「専門家のアドバイスが非常に役立ち、不安が解消されました。」

「他の大家さんとの交流も楽しかったです。」

▶ お申し込みとお問い合わせ

電話（賃貸管理部）：【0157-23-2183】

お申込みフォーム ：【https://onl.sc/evrUQPa】

大切な不動産資産の未来を守る第一歩を踏み出しましょう！
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管理物件入居率向上を目指して

お問い合わせ
℡０１５７－２３－２１８３ 担当：賃貸管理部 佐藤・春木・蛯名

管理物件入居率93.01％
（2023年9月1日現在）

優先順位１ 自社管理物件

オーナー様へ
今年度から新卒で入社いたしました門馬巧明で

す。持ち前の明るさと若さを活かして精進して

参ります！今後ともよろしくお願い致します。

氏名 門馬 巧明（モンマ コウメイ）

出身地 北海道斜里郡斜里町ウトロ

勤務部署 建物管理部

入社年月 2023年4月

家族構成

好きな食べ物

趣味

新入社員紹介

祖母、父、母、姉

ラーメン、焼肉

スポーツ、ドライブ

最近、アパート（専用）ゴミステーションが設置されて
いないアパートで、町内会とのトラブルが多発していま
す。トラブル例としては、「ゴミ出し日のルールが守ら
れない」、「分別されていない」、「ゴミステーション
まで遠い」、「そもそも町内会費を納めてないのに使用
されても困る」等です。アパート（専用）のゴミステー
ション設置後は、そういったトラブルが無くなり、また
、入居者様にも大変喜ばれております。

ゴミステーションは基本、3タイプあり世帯数によってお選び頂きます。

①ゴミ容量45L×9袋 価格66,000円(税込)

②ゴミ容量45L×12袋 価格82,800円(税込)

③ゴミ容量45L×15袋 価格87,600円(税込)

美観を損なわないよう建物にあわせたカラーオーダー、アパートネーム入れは無償で

す。オプションとしてカラス対策等の効果がある5面複合板貼(有料）があります。

※時期によっては、納期に時間がかかる場合があり、ゴミ回収困難な設置場所、世帯

数によっては、市で回収できない場合が御座いますので予めご了承下さい。

アパート専用ゴミステーション
製作・設置ご相談下さい！



賃貸管理ニュース

空室募集、空室対策、設備交換、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ
℡０１５７－２３－２１８３ 担当：賃貸管理部 佐藤・春木・蛯名
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賃貸管理部部長
佐藤 弘樹

マンスリー市場の回復が堅調に
空室対策の新たな一手になるか

物件の貸し方の一つとして、通常賃貸とは別にマンスリー物件として貸し出す形
があるかと思われます。マンスリー物件は短期間住むことを前提としたマンションやア
パートのことを指し、短期間で貸し出す分通常賃貸より賃料を高く設定し貸し出し
ます。借主としては法人をメインに貸し出したり、観光客が一時利用するケースもあ
ります。その中でマンスリー市場は、コロナ以降で経済の動きが止まり法人需要が

＜ビジネスホテル稼働率推移＞
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70％近くまで回復

出典：観光庁 宿泊
旅行統計調査

マンスリーの市場の動向を知る上での重要なデータとして、ビジネスホテルの稼働率が挙げられます。
というのも、マンスリーの利用者とホテルの利用者は重なることが多く、ホテルの稼働率があがることでマ
ンスリー物件の利用者も増えることが想定されるためです。
コロナ以降、下降傾向であった、ビジネスホテル稼働率は、訪日外国人観光客の入国制限の緩和
・全国旅行支援等の開始により回復傾向にあります。実際に稼働率70%近くまで回復してきており、
マンスリー事業への好影響も期待できます。

＜空室対策としてのマンスリー物件＞
上記にて、マンスリー市場が回復してきていることをお伝えしましたが、実際に通常賃貸の空室対策
としてマンスリーは活用できます。通常賃貸では埋まらないけど、短期貸出のマンスリーでは埋まるケー
スはよくありますので、これを機に一度マンスリー運用について考えてみてはいかがでしょうか？本記事が
オーナー様の賃貸経営の一助となれば幸いです。

減ったことや、また観光需要も減ったことで市場の動きが大きく止まってしまった経緯がありましたが、コロ
ナ禍における行動制限等がなくなってきた今、改めて市場の動きが活発になってきています。今回はマ
ンスリー市場の直近の動向についてお伝えさせて頂ければと思います。



業界ニュース
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弁護士法人
一新総合法律事務所

弁護士 大橋 良二 氏

オーナーの希望により管理会社との
契約変更の際に電話による重説が可能に

【基本の確認】

オーナーが賃貸住宅について管理会社と管理受託契約を結ぶ場合には
、管理会社は、重要事項説明を行った上で、管理受託契約の書面を交
付する必要があります。この重要事項説明は、オーナーと管理会社の担当
が対面か、テレビ会議（IT重説）の方法により行う必要があります。

そして、管理受託契約を結ぶ場合だけではなく、管理受託契約の一定の事項について変更
が生じた場合も、重要事項説明が必要となります。たとえば、管理物件の対象となる賃貸住
宅の対象が増減した場合や、管理報酬の支払額や支払の時期及び方法が変更となった場
合など、契約の一部が変更となる場合にも重説が必要となります。
この管理受託契約の変更時の重要事項説明についても、基本的には、対面かテレビ会議
の重説（電話は不可）による、というのがこれまでのルールでした。ですが都度、対面での説
明やテレビ会議を行うというのは、オーナーにとっても負担も少なくありません。
そこで、一定の条件のもとで、電話での重要事項説明が可能となりました。なお、この電話で
の重説が可能なのは、あくまでも管理受託契約の内容を「変更」するときであって、新たに管理
会社と管理受託契約を締結するような場合は、これまでどおり対面かIT重説を行う必要があ
ります。

【令和5年3月31日施行・賃貸住宅管理業法の解釈・運用より】

次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、電話による説明をもって対面によ
る説明と同様に取扱うものとする。

・事前に管理受託契約変更契約の重要事項説明書等を送付し、その送付から一定
期間後に説明を実施するなどして、賃貸人が変更契約締結の判断を行うまでに十分
な時間をとること
・賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話により管理受託契約変更契約の重要
事項説明を行ってほしいとの依頼があること
・賃貸人が、管理受託契約変更契約の重要事項説明書等を確認しながら説明を受
けることができる状態にあることについて、賃貸住宅管理業者が重要事項説明を開始
する前に確認していること
・賃貸人が、電話による説明をもって当該管理受託契約変更契約の重要事項説明
の内容を理解したことについて、賃貸住宅管理業者が重要事項説明を行った後に確
認していること

今後は、希望すれば対面での重説やIT重説を省略して、電話で重説を受けることも、管理
受託契約「変更」の場合には可能となります。こちらについても内容を押さえておきましょう。



税務・相続相談コーナー

相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。
相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい各専門家
（税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。
【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続ご相談窓口 ℡0157-23-2183
日本賃貸住宅管理協会 相続支援コンサルタント
（上級 ５名） 近江 朝美 近江 陵太郎 浜口 雅之 山田 宏彰 佐藤 弘樹
（一般10名） 平野 満 森本 朝熙 林 健一 長尾 広和 小国 知之

佐野 絢哉 春木 慶彦 矢野 雅哉 尾花 孝信 蛯名 裕一朗
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税理士法人タックスウェイズ
税理士 後藤 勇輝 氏

【インボイス制度・登録事業者の最終確認事項】

10月からスタートするインボイス制度について、2023年8月末現在で弊社クラ
イアントは登録する方、されない方とハッキリ分かれました。オーナー様それぞれ
の方針がございますが、最初の猶予期間が終わる3年後までに再度検討すると
いうような方が多いように思います。今回は、適格請求書発行事業者となった
オーナーの確認事項をみておきます。

①オーナーの氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日（支払日など）
③賃貸借契約の内容（事業用店舗、駐車場など）
④税率ごとに区分し合計額と適用税率（10％のみとなると思います）
⑤税率ごとの消費税額（こちらも10％のみとなると思います）
⑥借主の氏名又は名称

■登録事業者であるオーナーに必要なインボイス記載事項

z

現在のテナント様とは契約が結ばれているかと思いますが、まず上記の６つの事項につ
いて記載事項の確認をしますと①の登録番号、④⑤の消費税に関する記載が不足して
いる場合が多いです。対処としては原契約に補足するように上記を折り込んだ書面を作
成し借主に通知することが必要となります。なお、これらは電子メール等でも良いとされて
おります。

■賃貸借契約書の確認と不足事項の整備

筆者周辺での不動産賃貸業界では、インボイス制度による大きな混乱は起きてませんが、当初の
3年間の猶予期間が終わりに近づく頃から騒がしくなるように思います。

以上、参考にして頂けましたら幸いです。
具体的な手続きは、税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めて頂けるようお願いいたします。

これらの事項が請求書などに記載されていることが求められます。ただし、ほとんどの場合が賃
貸借契約書の締結と口座振込入金（または現金）されているかと思います。

z
■賃貸借契約書の作り替えを

10月以降からの新規の契約となる場合は、上記事項を契約書に盛り込んでおくことになりま
すので契約書の書式を作り替え、備えておきたいですね。



不動産ソリューションコーナー
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空室募集、空室対策、設備交換、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ
℡０１５７－２３－２１８３ 担当：賃貸管理部 佐藤・春木・蛯名

ご自身の所有物件のポータルサイト掲載状況を
定期的にチェックしていますか？

賃貸オーナー様からのご相談で、最も問い合わせが多い内容は『空室』に関することです。今回はそ
の中でも、お部屋探しの方からの反響で、最も入り口になるポータルサイトの掲載についてお伝えさせ
ていただきます。

まずは写真の枚数をチェック！

右の図は、お部屋探し大手ポータルサイトの
SUUMOで、同一物件を掲載している不動産会
社情報ページになります。写真は20枚掲載できる
のですが、12枚しか掲載していない会社もあるのが
見てわかります。写真の掲載枚数が少ないと、基
本的には検索した際に上位表示されにくくなりま
す。上位表示されにくいということは、それだけ検索
した時に見られない状態になっているということになり
ます。
入居者募集を依頼している会社が、写真撮影を
きちんと行っているか、見られる状態で掲載されてい
るかを今一度確認してみてください。

※掲載の質が悪い会社は写真の枚数が少ない

【SUUMOの物件掲載不動産会社一覧】

更に上位表示されるためにはポータルサイトのオプションを利用

さらに検索時に表示されるようにするためには、ポータルサイト内でオプションを使う必要がありま
す。オプションとは、不動産会社が課金して利用しているものですが、オーナーの皆様から『広告料』
といった名目でいただいている費用の範囲内で利用しているケースがほとんどです。その中で代表的
なものをいくつか紹介していきます。

①スマピク
スマホサイトと、スマホアプリの物件一覧画面に上位出しできるPR広告枠で
す。物件検索結果一覧画面のファーストビューに表示することで、カスタマーと
の出会いの機会を増やします。
②物件動画
写真をスライドショーで掲載する「コマーシャライザー」や、独自に撮影された映
像をそのまま掲載する「動画」によって、写真や間取り図だけでは分かりづらい
物件の臨場感を伝えられます。
③物件パノラマ
手軽な操作で物件の全体感を能動的に把握できる商品です。実際の内見に
近い物件情報を伝えることで、成約確度の高いカスタマーの反響・来店を促す
ことができます。

上位表示できる
PR広告枠のスマピク

いかがでしたでしょうか。ご自身の物件の掲載の状況や閲覧状況等、詳しく知りたいという方は、是
非一度弊社までご相談いただければ幸いです。



社員紹介

㈱セクト

●より良い賃貸経営へのご相談はこちら●

お問い合わせ先：セクトだより事務局 担当：浜口
TEL:0157-23-2183

□空室について
□リフォームについて
□家賃滞納について
□賃貸管理について

□売却について
□購入について
□相続対策について
□その他 お気軽にご相談ください！

発行：㈱セクト

セクト 全店共通 営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜日

会長

近江

役員

副社長

近江
社長

近江
取締役

山田
常務

浜口
次長

森本
次長

林

店長

佐野

仲澤

建物管理部

部長

長尾
店長

蛯名尾花 宍戸

賃貸営業部

橋本
パート

野村

美幌支店

店長

佐々木 持立 田巻
パート

片田

夕陽ヶ丘支店

次長

松浦

藤下

部長

澤田
次長

小国

総務部

杉森 菅原

高木 藤井 鈴木

鈴木

宇佐見

美幌支店

店長

佐々木 松本 片田阿部

部長

長尾

主任

尾花

宍戸

賃貸営業部

主任

菅原(旧姓橋本)

相原

大友

主任

菅原

賃貸管理部 PM

部長

佐藤
次長

春木 伊賀
次長

蛯名

リフォーム課

課長

山崎
主任

土田野村

次長

矢野

村中

中村

次長

山本
執行役員 部長

平野

売買営業部

髙橋 斉藤

石川

門馬小林

酒井

主任

福井


